
仕 様 書 

物品番号  仕様書番号 

暑熱対策セミナー会場設営等役務 

 

作成年月日 令和７年４月１１日 

変更年月日 令和  年  月  日 

作成部隊等名 １５旅団司令部４部 

作 成 者 １等陸尉 佐直 祐記 

 

１ 適用範囲 

  この仕様書は、第１５旅団で実施する暑熱対策等セミナー会場設営資材等（以下、“設営資材等”

という）のレンタル及びそれに伴う搬入・設置・撤収・搬出について規定する。設営資材等一覧は表

１による。 

  表１-設営資材等一覧- 

 

２ 役務に対する要求 

（1） 一般的事項 

   この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定している仕様及び社内規定並びに商慣習と 

する。 

（2） 規 格 

  ア システムパネル 

縦２４００ｍｍ±５、横９９０ｍｍ±５の物  

  イ 容姿は、付図を参照するものとする。 

 

３ 役務に関する要求 

（1） 一般的要求事項 

   設営資材等の借り上げ及び借り上げに伴う搬入・設置・撤去・搬出を実施する。 

（2） 役務実施場所 

  那覇駐屯地体育館 

  〒９０１－０１９２ 那覇市鏡水６７９ 

(3) 搬入・設置・撤去・搬出時期並びに場所 

  ア 搬 入 

    令和７年５月２９日（木）１１：００を基準までに駐屯地体育館に搬入 

  イ 設 置 

    令和７年５月２９日（木）１６：００までに駐屯地体育館に設置 

  ウ 撤 去 

    令和７年６月５日（木）０９：００を基準に駐屯地体育館で撤収開始１５：００を基準とし 

て撤去完了 

連番 品 名 数 量 

１ システムパネル ２００  枚 

２ ベルトインパーテイション A ９０   式 

３ 会議用テーブル 天板：木目 折り畳みいす P.P 樹脂 ７６ セット 



  エ 搬 出 

    令和７年６月５日（木）１６：００までに搬出 

  オ その他 

    上記時間については基準とし、細部は官側との調整による。 

 

４ 役務の細部内容 

(1) 設営資材等の規格・数量等 

  ア 設営資材等の規格・数量は表２による。 

  イ 設営資材等の規格・形状は表２同等又は同等以上のものとする。 

  ウ 表２の１から３の規格については基準とする。ただし、別紙第１及び別紙第２のレイアウト

に適合させることを条件とする。 

(2) 設営資材等は正常な機能を発揮できるものとする。 

(3)  設営資材等は通常使用時での故障は業者負担とする。 

(4) 借用期間中、通常使用時、故障・不具合が発生した場合は、速やかに対応し代替の物を差し出 

すこと。 

表 2一設営資材等の規格・数量等 

 

(5) 設営資材等の搬入時期 

   ア 令和７年５月２９日（木）１１：００を基準までに駐屯地体育館に搬入 

   イ 配送車両は業者所定 

ウ  設営資材等の搬入時、官側とともに設営資材等の点検を実施 

エ 点検終了後、設営資材等の設置要領を説明(別紙第 1 「暑熱対策等セミナーイメージ図」及び 

別紙第 2「暑熱対策等セミナーブース」)  

オ  搬入に伴う各種手続き等の実施 

 

５ 設営資材等の設置時期 

(1) 令和７年５月２９日（木）１１：００を基準に駐屯地体育館で開始 

   開始設置要領は別紙第 1  「需品技術展示会ブース(厚生センター外) 及び別紙第 2「令和 6年

度需品技術展示会ブース (体育館) 」 

(2)  令和７年５月２９日（木）１６：００までに駐屯地体育館に設置完了 

(3)  令和７年５月２９日（木）１６：１０を基準として官側とともに設置状況の確認・修正 

(4)  令和７年５月２９日（木）１６：４０を基準として離脱 

 

６ 設営資材等の撤去時期 

(1)  令和７年６月５日（木）０９：００を基準として駐屯地体育館で撤去開始 

(2)  令和７年６月５日（木）１５：００を基準として撤去完了 

(3)  撤去後に官側とともに設営資材等の点検を実施 

連番 品 名 数 量 規格・形状（ｍｍ） 

１ システムパネル ２００  枚 Ｗ９９０×Ｈ２４００ 

２ ベルトインパーテイション A ９０   式 ベルト青 １．８ｍ 

３ 会議用テーブル 天板：木目  

折り畳みいす P.P 樹脂 
７６ セット 

W514×D472×H738×SH428 

Ｐ．Ｐ樹脂製 



７ 設営資材等の搬出時期 

(1)  令和７年６月５日（木）１６：００を基準として駐屯地体育館から搬出 

(2)  回収車両は業者所定 

 

８ その他 

上記時間については基準とし、 細部は官側との調整による。  

 

９ 保 全 

契約相手方は、本契約の履行に当たり、直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期

すとともに、第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

10 その他 

仕様書の内容に疑義を生じた場合は、 契約担当に申し出てその指示を受ける。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第１ 

「暑熱対策等セミナーイメージ図」 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙第２ 

「暑熱対策等セミナーブース」 

 

 

 


